
阿賀野市告示第６９号  

 阿賀野市妊婦健康診査等実施要綱を次のように定める。  

  令和８年３月３１日  

                    阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市妊婦健康診査等実施要綱  

 阿賀野市妊婦健康診査等実施要綱（平成１８年阿賀野市告示第４９号）の全

部を改正する。  

 （目的）  

第１条 この告示は、母子保健法（昭和４０年８月１８日法律第１４１号）に

基づき、妊婦健康診査、新生児聴覚検査及び産後１か月母子健康診査（以下

「健診等」という。）を的確に実施し、保護者の経済的負担を軽減すること

で、母子の健康増進を図るとともに、疾病の早期発見及び早期治療に繋げ、

地域の母子保健衛生の向上に資することを目的とする。  

 （健診等の種類）  

第２条 健診等の種類は、次に掲げるものとする。  

 (１) 妊婦健康診査（以下「妊婦健診」という。）  

 (２) 新生児聴覚検査（以下「聴覚検査」という。）  

 (３) 産後１か月母子健康診査（以下「産後健診」という。）  

 （健診等の実施内容）  

第３条 健診等の実施内容は、別表に掲げるものとする。  

 （受診対象者）  

第４条 健診等の受診対象者は、受診日において市内に住所を有する妊婦及び

産婦（以下「母」という。）並びに乳児とする。  

 （助成対象者）  

第５条 健診等に要する費用の助成対象者は、前条の要件を満たす母とする。

ただし、聴覚検査及び産後健診については、前条の要件を満たす乳児の保護

者も助成対象者とする。  

 （受診票の交付）  

第６条 市長は、受診対象の母に、別表に掲げる健診等の受診票を交付するも

のとする。ただし、妊婦精密健康診査の受診票は、実施の必要を認めた者の

みに交付する。  

 （健診等の委託）  

第７条 妊婦健診及び産後健診の実施について、市長が新潟県知事を代理人と
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して、契約した各医療機関に委託して行うものとする。  

２ 聴覚検査の実施について、市長と契約した各医療機関に委託して行うもの

とする。  

 （受診費用の助成）  

第８条 前条に規定する委託先以外の医療機関又は助産所での受診等により、

受診票を使用せずに受診した場合は、支払った費用のうち保険適用外の自己

負担額から健診等以外の医療費を除いた額を助成するものとする。この場合

において、助成額の上限は、委託契約による回数毎の健診等の額とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、助成対象者の乳児の生年月日が令和８年３月３

１日までの場合は、産後健診で支払った費用のうち保険適用外の自己負担額

から健診等以外の医療費を除いた額を全額助成するものとする。  

３ 基本的な妊婦健診について、１４回を超えて受診した場合は、支払った費

用のうち保険適用外の自己負担額から健診等以外の医療費を除いた額を助

成するものとする。この場合において、助成額の上限は、１回５，０００円

とする。  

４ 聴覚検査の再検査及び精密検査に係る費用は、助成しないものとする。  

 （助成の申請）  

第９条 助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、阿賀野市妊

婦健康診査費・新生児聴覚検査費・産後１か月母子健康診査費助成金交付申

請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出するものとする。  

 (１) 医療機関又は助産所が発行する、健診等の領収書又はこれに類する書

類並びに明細書 

 (２) 健診等の受診記録が記載された母子健康手帳の写し又はこれを証す

ることのできる書類 

 (３) 申請者名義の振込先口座が確認できる書類 

２ 妊婦健診費用に係る申請は、最後に妊婦健診を受診した日から６か月以内

に申請しなければならない。  

３ 聴覚検査及び産後健診費用に係る申請は、その受診日から６か月以内に申

請しなければならない。  

 （助成の決定）  

第１０条 市長は、前条の申請を受けた時は、内容を審査し、助成の可否及び

金額を決定の上、阿賀野市妊婦健康診査費・新生児聴覚検査費・産後１か月

母子健康診査費助成金交付（不交付）決定通知書（第２号様式）により申請

者に通知するものとする。  



２ 市長は、偽りその他不正の手段により、助成の交付を受けた者がある時は、

その全部又は一部を返還させることができる。  

 （その他）  

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則  

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。  

別表（第３条、第６条関係） 

 種類 内容 回数 

妊婦健診 基本的な

妊婦健康

診査 

ア 健康状況の把握 

イ 検査計測（子宮底長、腹囲、浮腫、尿 

化学検査（糖・蛋白）、体重など） 

ウ 保健指導 

１４

回以

内 

血液検査 ア 血液型（ＡＢＯ血液型、Ｒｈ血液型、 

不規則抗体） 

イ 血算 

ウ 血糖 

エ Ｂ型肝炎抗原 

オ Ｃ型肝炎抗体 

カ ＨＩＶ抗体 

キ 梅毒血清反応 

ク 風疹ウイルス抗体 

ケ ＨＴＬＶ―１抗体 

３回 

超音波検

査 

胎盤の付着部位、胎児の発育及び羊水量の

診断を目的として行う。 

４回 

微生物学

的 

検査 

ア クラミジア検査 

イ Ｂ群溶血性連鎖球菌検査 

ア・イ 

各１

回 

子宮頸がん検査 １回 

妊婦精密

健康 

診査 

検査計測及び血液検査以外の検査とする。 １回 

聴覚検査 自動聴性脳幹反応検査（自動ＡＢＲ） いず

れか聴性脳幹反応検査（ＡＢＲ） 



耳音響放射検査（ＯＡＥ） １回 

産後健診 出産後おおむね１月を経過し、２月に満たない母子が

医療機関で受診する健康診査とする。 

母子 

各１

回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第９条関係）  

 



第２号様式（第１０条関係）  

第 号  

                                   年  月  日 

 

          様 

                            阿賀野市長 

  

 

阿賀野市妊婦健康診査費・新生児聴覚検査費・ 

産後１か月母子健康診査費助成金交付(不交付)決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のありました妊婦健康診査費、新生児聴覚

検査費、産後１か月母子健康診査費助成金の交付(不交付)について、下記のと

おり決定しましたので通知します。 

 

 

1 交付します。 

助 成 金 決 定 額 

（助成金確定額） 

円 

内 妊婦健康診査                  円 

新生児聴覚検査                円 

産後１か月母子健康診査            円 

支払予定日 年  月  日 支払方法 口座振込 

 

 

2 交付しません。 

理 由 

  

 

 

 

 


